
議案第１８６号 

 

   川崎市環境影響評価に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 川崎市環境影響評価に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定す

る。 

 

            平成２４年１１月２６日提出 

                川崎市長 阿 部 孝 夫 

 

川崎市環境影響評価に関する条例の一部を改正する条例 

川崎市環境影響評価に関する条例（平成１１年川崎市条例第４８号）の一部

を次のように改正する。 

目次中「計画段階における環境配慮計画書の作成等（第８条）」を「計画段

階における環境配慮計画書に関する手続（第８条～第８条の１０）」に改める。 

第６条第２項中第３号を第４号とし、同項第２号中「地区別環境保全水準」

を「地域別環境保全水準」に改め、同号を同項第３号とし、同項第１号の次に

次の１号を加える。 

⑵ 計画段階における配慮を要する環境要素の項目 

第７条第１項第４号中「及び事後調査」を「、事後調査等」に改め、同号を

同項第５号とし、同項中第１号から第３号までを１号ずつ繰り下げ、同項に第

１号として次の１号を加える。 

⑴ 計画段階における配慮を要する環境要素の項目並びに環境影響の調査、

予測及び評価の結果に関する事項 

第３章第１節の節名を次のように改める。 



第１節 計画段階における環境配慮計画書に関する手続 

第８条を次のように改める。 

（環境配慮計画書の作成等） 

第８条 第１種行為を実施しようとする者又は法第２条第３項に規定する第２

種事業を実施しようとする者（法第３条の１０に規定する手続を行った者を

除く。）のうち、市、国、他の地方公共団体及び規則で定める者並びにこれ

らの者以外の者で規則で定める事業を行おうとするもの（以下「環境配慮計

画策定者」という。）は、技術指針で定める時期までに、管理計画及び技術

指針に基づき、次に掲げる事項について記載した書類（以下「環境配慮計画

書」という。）及びその電磁的記録を作成し、市長に提出しなければならな

い。 

⑴ 環境配慮計画策定者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、そ

の代表者の氏名 

⑵ 事業計画の名称及び種類 

⑶ １又は２以上の事業の実施が想定される区域 

⑷ 事業計画の目的及び内容 

⑸ １又は２以上の事業の実施が想定される区域及びその周辺地域の環境の

特性 

⑹ 配慮を要する環境要素の項目並びに環境影響の調査、予測及び評価の結

果を取りまとめたもの 

⑺ その他規則で定める事項 

第８条の次に次の９条を加える。 

（環境配慮計画書の公告及び縦覧等） 

第８条の２ 市長は、環境配慮計画書の提出があったときは、その旨その他規

則で定める事項を公告し、当該公告の日から起算して３０日間、当該環境配



慮計画書の写しを縦覧に供するとともに、当該環境配慮計画書をインターネ

ットの利用により公表するものとする。 

（環境配慮計画書の説明会の開催等） 

第８条の３ 環境配慮計画策定者は、前条の縦覧期間内に、環境配慮計画書の

周知を図る必要があると認められる地域（以下「環境配慮計画書関係地域」

という。）内に住所又は勤務場所を有する者その他規則で定める者に対し、

説明会の開催により、環境配慮計画書の記載事項を周知しなければならない。

この場合において、当該環境配慮計画策定者は、あらかじめ、規則で定める

事項について市長に届け出なければならない。 

２ 環境配慮計画策定者は、前項の規定により説明会の開催を行った後、速や

かに、その結果について記載した書類を市長に提出しなければならない。 

（環境配慮計画書についての意見書の提出等） 

第８条の４ 環境配慮計画書について環境の保全の見地からの意見を有する者

は、第８条の２の縦覧期間内に、市長に対し、意見書を提出することができ

る。 

２ 市長は、前項の意見書の提出があったときは、当該意見書の写しを環境配

慮計画策定者に送付するものとする。 

（環境配慮計画見解書の提出等） 

第８条の５ 環境配慮計画策定者は、前条第２項の規定により意見書の写しの

送付を受けたときは、同条第１項の意見の概要及び当該意見についての環境

配慮計画策定者の見解を記載した書類（以下「環境配慮計画見解書」という。）

及びその電磁的記録を作成し、市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、環境配慮計画見解書の提出があったときは、その旨その他規則で

定める事項を公告し、当該公告の日から起算して１５日間、当該環境配慮計

画見解書の写しを縦覧に供するとともに、当該環境配慮計画見解書をインタ



ーネットの利用により公表するものとする。 

（環境配慮計画審査書の作成等） 

第８条の６ 市長は、環境配慮計画書について環境の保全の見地から審査し、

環境配慮計画審査書を作成するものとする。 

２ 市長は、環境配慮計画審査書を作成しようとするときは、第８条の４第１

項の意見書及び前条第１項の環境配慮計画見解書について考慮するとともに、

あらかじめ、川崎市環境影響評価審議会の意見を聴くものとする。 

３ 市長は、前項の規定により川崎市環境影響評価審議会の意見を聴こうとす

るときは、環境配慮計画書その他の規則で定めるものを提出するものとする。 

４ 市長は、前条第２項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して規則で定める

期間内に、環境配慮計画審査書を作成するよう努めるものとする。ただし、

第８条の４第１項の意見書の提出がなかった場合においては、第８条の２の

縦覧期間満了の日の翌日から起算するものとする。 

（環境配慮計画審査書の公告等） 

第８条の７ 市長は、環境配慮計画審査書を作成したときは、当該環境配慮計

画審査書を環境配慮計画策定者に送付するとともに、これを公告するものと

する。 

２ 環境配慮計画策定者は、前項の規定により送付を受けた環境配慮計画審査

書を尊重し、第１０条に規定する条例方法書若しくは第１８条第１項に規定

する条例準備書又は第４８条に規定する法対象条例方法書を作成しなければ

ならない。 

（事業計画の廃止の届出等） 

第８条の８ 環境配慮計画策定者は、環境配慮計画書の提出後、第９条第１項

又は第４７条第１項の規定による届出までの間に、当該環境配慮計画書に係

る事業計画を廃止したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に



届け出なければならない。 

２ 市長は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公告するものと

する。 

（環境配慮計画策定者の変更の届出） 

第８条の９ 環境配慮計画書の提出後、第９条第１項又は第４７条第１項の規

定による届出までの間に、相続、合併その他の理由により環境配慮計画策定

者に変更があったときは、変更後の環境配慮計画策定者は、規則で定めると

ころにより、その旨を市長に届け出なければならない。 

２ 前項の規定による届出があったときは、変更前の環境配慮計画策定者が行

った手続等は変更後の環境配慮計画策定者が行ったものと、変更前の環境配

慮計画策定者について行われた手続等は変更後の環境配慮計画策定者につい

て行われたものとみなす。 

（自主的な環境配慮計画書に関する手続） 

第８条の１０ 第１種行為を実施しようとする者（環境配慮計画策定者を除く。）

は、当該第１種行為の実施に際し、あらかじめ、環境配慮計画書に関する手

続を行うことを市長に申し出ることができる。この場合において、市長は、

情報の提供その他必要な協力を行うものとする。 

２ 第８条から前条までの規定は、前項の規定による環境配慮計画書に関する

手続に準用する。 

第１０条中「掲げる事項」の次に「（環境配慮計画策定者（第８条の１０第

１項の規定による申出に係る環境配慮計画書に関する手続を行った者を含む。

以下この条及び第１８条第１項第１号において同じ。）以外の者にあっては、

第５号及び第６号を除く。）」を、「条例方法書」という。）」の次に「及び

その電磁的記録」を加え、第７号を第９号とし、第６号を第８号とし、第５号

を第７号とし、第４号の次に次の２号を加える。 



⑸ 第８条第６号に掲げる事項 

⑹ 環境配慮計画審査書に記載された市長の意見及び当該意見についての環

境配慮計画策定者の見解 

第１１条の見出し中「縦覧」を「縦覧等」に改め、同条中「公告するととも

に、当該条例方法書の写しを」を「公告し、」に、「縦覧に供する」を「、当

該条例方法書の写しを縦覧に供するとともに、当該条例方法書をインターネッ

トの利用により公表する」に改める。 

第１４条中第４項を第５項とし、第３項を第４項とし、第２項の次に次の１

項を加える。 

３ 前項の規定にかかわらず、市長は、第８条（第８条の１０第２項において

準用する場合を含む。）の規定により提出を受けた環境配慮計画書について

第１０条第８号に掲げる事項に相当する事項が記載されていると認め、その

旨を環境配慮計画審査書に記載したときは、規則で定める場合を除き、前項

の規定による川崎市環境影響評価審議会の意見を聴くことを要しない。 

第１８条第１項中「書類」の次に「（次条において「要約書」という。）並

びにこれらの電磁的記録」を加え、同項第１号中「掲げる事項」の次に「（環

境配慮計画策定者以外の者にあっては、同条第５号及び第６号を除く。）」を

加える。 

第１９条の見出し中「縦覧」を「縦覧等」に改め、同条中「公告するととも

に、当該条例準備書の写しを」を「公告し、」に、「縦覧に供する」を「、当

該条例準備書及び要約書の写しを縦覧に供するとともに、当該条例準備書及び

要約書をインターネットの利用により公表する」に改める。 

第２０条第１項中「、条例準備書の概要を記載した書類の提供その他適切な

方法」を削り、「周知させるための措置を講じなければならない」を「周知し

なければならない」に改め、「周知のための方法その他の」を削り、同条第２



項中「開催等」を「開催」に改める。 

第２２条第１項中「前条第１項」を「同条第１項」に改め、「という。）」

の次に「及びその電磁的記録」を加え、同条第２項中「公告するとともに、当

該条例見解書の写しを」を「公告し、」に、「３０日間縦覧に供する」を「１

５日間、当該条例見解書の写しを縦覧に供するとともに、当該条例見解書をイ

ンターネットの利用により公表する」に改める。 

第２３条第１項中「及び指定開発行為者」を削り、「の開催」を「において

意見を述べたい旨」に改め、同条第３項中「第１項の」の次に「第１種行為又

は第２種行為に係る」を加える。 

第２６条中「という。）」の次に「及びその電磁的記録」を加える。 

第２７条の見出し中「縦覧」を「縦覧等」に改め、同条中「公告するととも

に、当該条例評価書の写しを」を「公告し、」に、「縦覧に供する」を「、当

該条例評価書の写しを縦覧に供するとともに、当該条例評価書をインターネッ

トの利用により公表する」に改める。 

第２８条中第３項を第４項とし、第２項の次に次の１項を加える。 

３ 市長は、前項ただし書の場合において、必要があると認めるときは、川崎

市環境影響評価審議会の意見を聴くものとする。 

第３４条第１項中「事後調査報告書」という。）」の次に「及びその電磁的

記録」を加える。 

第３５条の見出し中「縦覧」を「縦覧等」に改め、同条中「公告するととも

に、当該事後調査報告書の写しを」を「公告し、」に、「縦覧に供する」を「、

当該事後調査報告書の写しを縦覧に供するとともに、当該事後調査報告書をイ

ンターネットの利用により公表する」に改める。 

第３８条中第３項を第４項とし、同条第２項中「前項」を「第１項」に改め、

同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 



２ 市長は、前項の規定による勧告をし、及び措置を講じようとする場合にお

いて、必要があると認めるときは、あらかじめ、川崎市環境影響評価審議会

の意見を聴くものとする。 

第４３条の見出し中「縦覧」を「縦覧等」に改め、同条中「公告するととも

に、当該書類の写しを」を「公告し、」に、「縦覧に供する」を「、当該書類

の写しを縦覧に供するとともに、当該書類をインターネットの利用により公表

する」に改める。 

第４８条中「掲げる事項」の次に「（環境配慮計画策定者以外の者にあって

は、第５号及び第６号を除く。）」を、「という。）」の次に「及びその電磁

的記録」を加え、第７号を第９号とし、第６号を第８号とし、第５号を第７号

とし、第４号の次に次の２号を加える。 

⑸ 第８条第６号に掲げる事項 

⑹ 環境配慮計画審査書に記載された市長の意見及び当該意見についての環

境配慮計画策定者の見解 

第４９条の見出し中「縦覧」を「縦覧等」に改め、同条中「公告するととも

に、当該法対象条例方法書の写しを」を「公告し、」に、「縦覧に供する」を

「、当該法対象条例方法書の写しを縦覧に供するとともに、当該法対象条例方

法書をインターネットの利用により公表する」に改める。 

第５０条の見出しを「（法対象条例方法書の説明会の開催等）」に改め、同

条中「その内容について周知を図らなければならない」を「説明会の開催によ

り、法対象条例方法書の記載事項を周知しなければならない」に改め、「周知

のための方法その他の」を削り、同条に次の１項を加える。 

２ 法対象事業者は、前項の規定により説明会の開催を行った後、速やかに、

その結果について記載した書類を市長に提出しなければならない。 

第５２条中第４項を第５項とし、第３項を第４項とし、第２項の次に次の１



項を加える。 

３ 前項の規定にかかわらず、市長は、第８条の規定により提出を受けた環境

配慮計画書について第４８条第８号に掲げる事項に相当する事項が記載され

ていると認め、その旨を環境配慮計画審査書に記載したときは、規則で定め

る場合を除き、同項の規定による川崎市環境影響評価審議会の意見を聴くこ

とを要しない。 

第５５条中「これを要約した書類」の次に「（以下この条及び次条において

「要約書」という。）並びにこれらの電磁的記録」を加え、同条ただし書中「当

該要約した書類」を「当該要約書及びその電磁的記録」に改め、同条第１号中

「掲げる事項」の次に「（環境配慮計画策定者以外の者にあっては、同条第５

号及び第６号を除く。）」を加える。 

第５６条の見出し中「縦覧」を「縦覧等」に改め、同条中「公告するととも

に、当該法対象条例準備書の写しを」を「公告し、」に、「縦覧に供する」を

「、当該法対象条例準備書及び要約書の写しを縦覧に供するとともに、当該法

対象条例準備書及び要約書をインターネットの利用により公表する」に改める。 

第５７条第１項中「、法対象条例準備書の概要を記載した書類の提供その他

適切な方法」を削り、「周知させるための措置を講じなければならない」を「周

知しなければならない」に改め、「周知のための方法その他の」を削り、同条

第２項中「開催等」を「開催」に改める。 

第５９条第１項中「前条第１項」を「同条第１項」に改め、「という。）」

の次に「及びその電磁的記録」を加え、同条第２項中「公告するとともに、当

該法対象条例見解書の写しを」を「公告し、」に、「縦覧に供する」を「、当

該法対象条例見解書の写しを縦覧に供するとともに、当該法対象条例見解書を

インターネットの利用により公表する」に改める。 

第６０条第１項中「及び法対象事業者」を削り、「の開催」を「において意



見を述べたい旨」に改める。 

第６３条中「という。）」の次に「及びその電磁的記録」を加える。 

第６４条の見出し中「縦覧」を「縦覧等」に改め、同条中「公告するととも

に、当該法対象条例評価書の写しを」を「公告し、」に、「縦覧に供する」を

「、当該法対象条例評価書の写しを縦覧に供するとともに、当該法対象条例評

価書をインターネットの利用により公表する」に改める。 

第６５条に次の１項を加える。 

３ 市長は、前項ただし書の場合において、必要があると認めるときは、川崎

市環境影響評価審議会の意見を聴くものとする。 

第７１条第１項中「及び法」を「並びに法」に、「法第１４条第１項第７号

ハの環境の状況の把握のための」を「法第１４条第１項第７号ロに掲げる措置

（回復することが困難であるためその保全が特に必要であると認められる環境

に係るものであって、その効果が確実でないものとして法第３８条の２第１項

に規定する環境省令で定めるものに限る。）及び同号ハに掲げる」に改め、「法

対象事後調査報告書」という。）」の次に「並びにその電磁的記録」を加える。 

第７２条に次の１項を加える。 

２ 市長は、前項の規定による指導をする場合において、必要があると認める

ときは、あらかじめ、川崎市環境影響評価審議会の意見を聴くものとする。 

第７３条中「前条」を「前条第１項」に改める。 

第７６条中「市長は」の次に「、環境配慮計画書関係地域」を加える。 

別表第１０号中「増設」を「改良」に改める。 

附 則 

 （施行期日）  

１ この条例は、平成２５年４月１日から施行する。  

 （計画段階における環境配慮計画書に関する手続に関する経過措置）  



２ 改正後の条例（以下「新条例」という。）第８条から第８条の１０までの

規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に新条例第９

条第１項又は第４７条第１項の規定により届出をする事業について適用する。  

 （電磁的記録の作成又はインターネットの利用による公表に関する経過措置）  

３ 新条例第１０条若しくは第１１条、第１８条第１項若しくは第１９条、第

２２条、第２６条若しくは第２７条、第３４条第１項若しくは第３５条（第

７１条第２項において準用する場合を含む。）、第４８条若しくは第４９条、

第５５条若しくは第５６条、第５９条、第６３条若しくは第６４条又は第７

１条第１項の規定は、施行日以後に提出する新条例第１０条に規定する条例

方法書、新条例第１８条第１項に規定する条例準備書（以下「条例準備書」

という。）、新条例第２２条第１項に規定する条例見解書（以下「条例見解

書」という。）、新条例第２６条に規定する条例評価書、新条例第３４条第１

項に規定する事後調査報告書、新条例第４８条に規定する法対象条例方法書

（以下「法対象条例方法書」という。）、新条例第５５条に規定する法対象

条例準備書（以下「法対象条例準備書」という。）、新条例第５９条第１項

に規定する法対象条例見解書（以下「法対象条例見解書」という。）、新条例

第６３条に規定する法対象条例評価書又は新条例第７１条第１項に規定する

法対象事後調査報告書について適用する。 

４ 新条例第４３条の規定は、施行日以後に環境影響評価法（平成９年法律第

８１号）第１９条の規定により送付する準備書についての意見の概要及び当

該意見についての法対象事業者の見解を記載した書類について適用する。  

 （説明会の開催に関する経過措置）  

５ 新条例第２０条、第５０条又は第５７条の規定は、施行日以後に提出する

条例準備書、法対象条例方法書又は法対象条例準備書について適用する。  

 （公聴会開催の手続に関する経過措置）  



６ 新条例第２３条第１項若しくは第３項又は第６０条第１項の規定は、施行

日以後に提出する条例見解書又は法対象条例見解書について適用する。  

 

 

参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

計画段階における環境配慮計画書に関する手続を拡充すること、インターネ

ットの利用により環境影響評価に係る書類を公表すること等のため、この条例

を制定するものである。 


